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検
証
／
顕
彰
さ

れ

る

来
歴

　

　
　
　

墓
地
の

近

代
を
め

ぐ
っ

て

ー土

　
居

浩

　

本
報
告
は
、

報

告
者
が

研
究
を

続
け
て

い

る

東
京
名
墓
顕
彰
会
お

よ

び

そ

の

機
関
誌
『

掃
苔
』

に

つ

き
、

〈

墓

地
の

近

代
性
〉

の

視
座
か

ら

考

察

を

加
え

る

も

の

で

あ

る
。

拙
稿
「

『

掃
苔
］

同

人
と

そ

の

時

代
」

（
『

SO

GI

」

　一

〇
四
・
】

〇
五
・
一

〇
七
・
一

〇
八、

二

〇

〇
八
）

で

強
調
し

た

〈

墓
地
の

近

代
性
〉

は、

『

掃
苔
』

同
人
が

対
峙
し

た

同
時
代

思

潮
と

し

て

の
、

都

市
計
画
の

思
考
で

あ
っ

た
。

そ

の

時
代、

直

接
的
に

は

関
東

大

震
災
か

ら

の

復

興、

間
接
的
に

は

そ
れ
以

前
か

ら

の

都

市
域

拡
張
に

伴

い
、

墓

地
の

移
転
が

喫
緊
の

課

題
と

な
っ

て

い

た
。

『

掃
苔
』

誌
上

で

も

当
局

関
係
者
に

よ

り
、

墓

地
の

統
廃
合
や

移
転
の

必
要
性
が
訴
え

ら

れ
、

そ

の

論
拠
と

し

て

具
体
的
数
値
が

示
さ

れ、

時
に

は

将
来
設
計

図
も

掲
げ

ら

れ
て

い

る
。

こ

の

よ

う
に

都
市
計
画
の
一

部
と
し
て

設
計
さ
れ

る

公
園

墓

地
（
霊

園）

構
想
は

、

具
体

的
に

は

多
磨
霊

園
に

代
表
さ

れ
、

時

代
的

な

意
味
で

近

代
に

発
生
し

た
こ

と
以
上
に
、

工

学
的

思
考
に

基
い

た
〈

墓

地
の

近

代
性
〉

を
象

徴
す
る

営
為
で

あ
る

。

し

か

し
そ

の

こ

と

は
、

基

本

的
に

反
・

都
市
計
画
の

立

場
で

あ
っ

た
『
掃
苔
」

同
人
が
、

近

代
性
か

ら

き

わ

め
て

遠
く
に

位
置
す
る

こ

と

を
意

味
し

な

い
。

私
見
で

は

都
市
計
画

と

別
の

文
脈
に

お

い

て
、

き

わ
め

て

近

代
性
を

体
現
す
る

集
団
と

し
て

『

掃
苔
』

同
人
を

位
置
づ

け
る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

。

た

し

か

に

江

戸
時

代
か

ら
、

自
身
の

先
祖
で

は
な
い
、

い

う
な

れ
ぼ
赤
の

他
人
の

墓
を

巡
る

癖
者
た
ち

は、

随
筆
類
に

散
見
さ

れ

る

（
『

耳
袋』

な

ど）
。

そ

の

末
裔
と

し

て

『

掃
苔
』

同
人
も
自

覚
し
て

は

い

る

が、

定
期
刊
行
雑
誌
に

よ

る

ネ

ッ

ト
ワ

ー
ク

が

成
立
し
て

い

る

こ

と
と

、

そ

こ

で

交
換
さ
れ

る

情
報
が

墓

の

顕
彰
活
動
で

あ
り、

そ
の

基

礎
と
な
る

墓
の

来
歴
を

検
証
す
る

作
業
で

あ
る

こ

と

と

は、

江
戸
時
代
の

癖
者
た
ち

と

は

異
な
る

次
元
の

地

平
に

『
掃
苔
』

同
人
が

立
っ

て

い

る
こ

と
を
意

味
す
る
。

こ

こ

で

見
逃
せ

な

い

の

は
、

『

掃
苔
』

同
人
の

中
核
的
入

物
た

ち

が、

史

蹟
名
勝
天
然
紀
念
物

保
存
協

会
に

も

深
く
関
与
し

て

い

た
事
実
で

あ
る
。

た

と

え
ば

『

掃
苔
』

同
人
の

初
代
会
長

二
二

上

参
次
〔
一

八

六

五

−
一

九
三

九
）

、

同
じ

く
副

会
長
・

白
井
光

太
郎
（

一

八

六

三

−
一

九
三

二
）

な

ど
は

も
ち
ろ
ん

の

こ

と
、

こ

の

両

名
に

代
表
さ

れ

る

世
代
よ

り
下
の

、

実
質
的
に

会
を
運
営
し

て

い

た

人

物
た

ち

こ

そ

注
目
す
べ

き

で

あ
る

。

そ

の

人

物
た
ち

は、

さ
ら

に

二

つ

に

区
分
す
る
こ

と

が

で

き

る
。

ひ

と

つ

は
、

会
の

実
質
的
パ

ト
ロ

ン

で

あ
り、

専

門
の

放
射
線
医
学
だ
け

で

な

く
医
史
学
で

も
知
ら

れ
る
藤

浪
剛
一

（
一

八

八

〇
ー
一

九
四

二
）

や、

東
京
市
公

園
課
長
と

し

て

緑
化

行
政
は

も
ち

ろ

ん

墓
地
行
政
に

も

先
駆

的
業
績
を
重
ね
た
井
下
清
（
｝

八

八

四

i
一

九
七

三
）

な
ど
に

代

表
さ
れ
る

理

解
者

・

庇
護
者
的
立

場
で

あ

る
。

も
う
ひ

と

つ

は
、

東
京
市
嘱
託
と

し

て

史
蹟
の

調
査

保
存
を

推
進
し

つ

つ

文

部
省
（

当
初
は

内
務

省
）

嘱
託
と

し

て

『

史
蹟
名
勝
天

然

紀
念

物
』

の

編
輯
兼
発
行
人
を
勤
め

た

矢
吹
活
禅

2

八

八
八

−
一

九
六
七）

や
、

東
京
府
嘱

託
と
し

て

史
蹟
調
査
主

任
で

あ
っ

た

稲
村
坦
元
（
一

八

九

三

ー
一

九
八

八）

な
ど

に

代
表
さ

れ
る

専
門
従
事
者
的
立

場
で

あ
る

。

中

で

も

井
下
・

矢
吹
・

稲
村
は

そ

の

肩
書
き

が

示
す
よ

う
に

「

官
」

の

立
場

で

あ

る

が
、

「

民
」

の

組
織
に

も

積

極
的
に

関
与
し

、

官
民
を
繋
ぐ

役
割

を

担
っ

た
。

特
に

井

下
・

矢

吹
に

お

い

て

は
、

『

掃
苔
』

同
人
と

同
様
に、
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鳥
居
龍
蔵
（
｝

八
七

〇
ー
一

九
五
三
）

を
代
表
と

す
る

武
蔵
野
会
に

も

積

極
的
関
与
を
し
て

お

り
、

同
会
が

関
東
大
震
災

後
の
一

九
二

四
年
二

月
に

帝
都
復
興
院
総
裁
（
内
務
大
臣）

へ

「

帝
都
復

興
に

際
し

史
蹟
名
勝
天

然

紀
念
物
保
存
に

関
す
る

建
議
書
」

を

提
出
し

た
こ

と

な
ど

は
、

官
民
｝

体

と

な
っ

た
「

公
」

的

保
存
へ

の

試
み

と

み
な

す
こ

と

が
で

き

よ

う
。

そ
の

不
可
欠
な

要
素
と
し
て

「

名
家
墓

所
」

は

位
置
づ

け
ら
れ、

そ

こ

へ

眠
る

「

公
」

的
重
要
人

物
の

顕
彰
の

た
め
に、

墓
所
の

来
歴
に

つ

い

て

検
証
が

要
請
さ

れ
る

こ

と
に

こ

そ
、

都
市
計
画
と

は

別
の

〈

墓
地
の

近

代
性
〉

を

う
か

が

う
こ

と
が
で

き
る

。

韓
国

・

円
仏
教
の

死

者
儀
礼

　
　
　
　

全

羅
南

道
珍
島
の

事
例
か

ら

ー川

　
上

　
新

　
二

　
発
表
者
は

最
近、

韓

国
宗
教
民
俗
研
究
会

編
『

韓
国
の

宗
教
と

祖

先
祭

祀
』

（
二

〇

〇
八

年、

岩
田
書
院）

の

書
評
を

書
く

機
会
が

あ

り
（

『

宗
教

研
究
』

三

六

〇
号）

、

そ

の

際
、

韓
国
の

祖
先
崇
拝
に

関
し
て

儒
教

祭
祀

を

中
心
に

研
究
が

行
わ
れ
て

き
た

従
来
の

傾

向
を
考
え

る

と

き
、

仏
教、

キ

リ
ス

ト

教
、

新
興
宗
教
と

祖
先
崇
拝
と

の

関
係
を

考
察
し

て

い

る
こ

と

が

何
よ

り
も

同
書
の

業
績
で

あ
る

と

評
し

た
。

と

こ

ろ

で

同
書
で

は

新
興

宗
教
と

し

て

は

天
道

教
だ

け
が

対
象
と

さ

れ
て

い

た

が
、

発
表

者
は

以

前、

仏
教
系
の

新
興
宗
教
で

あ
る

円
仏
教
の

死

者
儀
礼
に

つ

い

て
、

珍
島

で

の

事
例
を

通
じ

て

報
告
し

た

こ

と
が

あ
る

（

「

韓
国
に

お

け
る

仏

教
と

死
者
儀
礼
の

近

年
の

動
き
」

朝
倉
敏
夫
他
編
『

グ
ロ

ー
バ

ル

化
と

韓
国
社

会
』

国
立

民
族
学
博
物
館
調
査

報
告
六

九）
。

本
発
表
で

は

韓
国
の

諸
宗

教
と

祖
先
（
死

者）

崇
拝
の

関
係
を

考
察
す

る
一

助
に

な

る

の

で

は

な
い

か

と

の

考
え

か

ら、

改
め

て

円
仏
教
の

死

者
儀
礼
を

検
討
す

る
。

　

円
仏
教
の

死
者
儀
礼
は

薦
度
斎
と

呼
ば
れ
る

が
、

発
表

者
は

右
の

拙
稿

で
、

円

仏
教
の

薦
度
斎
は

生

者
に

影
響
を
与
え
て

い

る

と

さ

れ
る

死
者
に

対
し
て

行
わ

れ
、

そ
の

死

者
は

儀
礼
の

依
頼
者
と

如
何
な
る

関
係
に

あ

る

死
者
か
と

い

う
点
で

も、

如

何
な
る

死
に

方
を

し

た

死
者
か

と

い

う
点
で

も

巫

俗
儀
礼
で

扱
わ
れ
る

死

者
の

様
相
と
｝

致
す
る

た
め

、

依
頼
者
は

円

仏
教
の

薦
度

斎
を
巫

俗
儀
礼
と

並
立
す

る、

生

者
に

影
響
を

及
ぼ
す
死

者

に

対
処
す
る

た

め

の

選
択
肢
の
］

つ

と

み

て

い

る

可
能
性
が
あ
る

と

指

摘

し
た

。

し
か

し
円

仏
教
の

薦
度
斎
に

は

巫

俗
儀
礼
と

異
な
る

面
も
指
摘
で

き

る
。

以
下
こ

の

点
を

検
討
し

て

み

た
い

。

　
先
ず
指
摘
で

き
る

こ

と
は

、

死
者
に

対
す
る
姿

勢
の

違
い

で

あ
る

。

巫

俗
儀
礼
で

は
死
者
は

巫
女
に

憑
依
し

巫
女
の

口

を
通
じ

て

自
分
の

恨
み

や

悔
し
さ

を
生
者
に

伝
え、

生

者
は

死
者
に

要
望
を

伝
え
た
り
死
者
の

話
す

内

容
に

対
抗
し

た

り
も
す
る

。

巫

俗
儀
礼
で

は

死
者
と

生
者
は

対
等
な
関

係
に

あ
る

と

い

う
こ

と

が

で

き
る

。

一

方
円
仏
教
の

薦
度
斎
で

は、

死
者

の

恨
み

や

悔
し

さ

を

生
者
が

聞
い

て

そ

れ

に

共
鳴
し

た

り
死

者
を
慰
撫
し

た

り
す
る

場
面
は

な

い
。

死
者
そ
れ
ぞ

れ

の

思
い

は

執
着
と

み

な
さ

れ、

読
経
祝

願
な
ど
を

通
じ

て

死
者
に

執

着
心
を

捨
て

さ

せ
、

善
道
修
行
の

縁

に

よ

っ

て

冥
福
を

増
進
さ

せ

る
と
い

う
の

が

円
仏
教
の

薦
度
斎
の

内
容
で

あ
る

た
め、

そ
こ

で

は

死

者
よ

り
も
生
者
が

優
位
に

立
つ

と

み

る

こ

と

が

で

き

る
。

な
お

巫

俗
儀
礼
と

相
互
補
完
的
な

機
能
を
も
つ

と

さ

れ

る

儒
教

祭
祀
で

は
、

生

者
は
死

者
を

ひ

た

す
ら

敬
う
立
場
に

あ
り

、

生

者
か

ら
敬
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